
　

・
入
校
資
格
＝
会
員
従
業
員

○
短
期
訓
練

　

・
訓
練
科
目
＝
２
級
土
木
施
工

　
　
　
　
　
　
　

管
理
技
士
科

　

・
訓
練
期
間
＝
44
時
間

　

・
出
校
日
＝
９
～
10
月
（
予
定
）

　

・
入
校
資
格
＝
受
験
資
格
の
あ

　
　
　
　
　
　
　

る
人

○
授
業
料

　

・
普
通
訓
練
＝
年
額
６
万
円

　

・
短
期
訓
練
＝
１
万
円

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
共
同
高
等
職
業
訓
練
校

　

☎
（
84
）
２
４
５
１

出
水
共
同
高
等
職
業
訓
練
校

技
能
講
習
会

　

出
水
共
同
高
等
職
業
訓
練
校
で

は
、
技
能
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
作
業
従
事
者
特

　
別
教
育
講
習
会

　

・
期
日

　
　

２
月
27
日
（
土
）・
28
日
（
日
）

　

・
受
講
料
＝
１
万
２
千
円

　

・
定
員
＝
50
人

　

・
申
込
締
切
＝
２
月
19
日
（
金
）

○
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技

　
能
講
習
会

　

・
期
日

　
　

４
月
17
日
（
土
）・
18
日
（
日
）

　

・
受
講
料
＝
２
万
６
千
円

　

・
定
員
＝
30
人

　

・
申
込
締
切
＝
４
月
10
日
（
土
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
共
同
高
等
職
業
訓
練
校

　

☎
（
84
）
２
４
５
１

福
祉
の
職
場

ミ
ニ
就
職
面
談
会

　

鹿
児
島
県
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、
平
成
21
年
度
「
福
祉
の
職
場

ミ
ニ
就
職
面
接
会
」
を
開
催
し
ま

す
。

　

当
日
は
会
場
内
に
、
求
職
登

録
・
情
報
提
供
・
各
種
相
談
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

　

求
職
者
の
み
な
さ
ん
、
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

２
月
４
日
（
木
）

　

午
後
１
時
～
４
時

　

※
受
付
＝
午
後
12
時
30
分
～

○
場
所

　

出
水
市
中
央
公
民
館
小
ホ
ー
ル

○
対
象

　

福
祉
の
職
場
へ
就
職
を
希
望
す

　

る
一
般
の
人
お
よ
び
学
生

　

※
高
校
生
以
下
を
除
く

○
参
加
費
＝
無
料 

　

※
当
日
受
付
（
予
約
不
要
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー

　
（
福
祉
人
材
無
料
職
業
紹
介
所
）

　

☎
０
９
９
（
２
５
８
）
７
８
８
８

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

　
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
」
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
成
立
し
、
障
害
者
雇
用

納
付
金
制
度
が
、
７
月
１
か
ら
段

階
的
に
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

○
常
用
雇
用
労
働
者
数
２
０
１
人

　

以
上
の
す
べ
て
の
事
業
主
が
、

　

障
害
者
雇
用
給
付
金
の
申
告
・

　

納
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

⇒

　

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
は
１

　

０
１
人
以
上
と
な
り
ま
す
。

○
短
時
間
労
働
者
（
週
の
所
定
労

　

働
時
間
が
20
時
間
以
上
30
時
間

　

未
満
）
も
対
象
（
０
・
５
人
と

　

し
て
カ
ウ
ン
ト
）
と
な
り
ま

　

す
。

○
除
外
率
設
定
業
種
の
除
外
率
が

　

そ
れ
ぞ
れ
10
％
ポ
イ
ン
ト
引
き

　

下
げ
ら
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
雇
用
支
援
協
会

　

☎
０
９
９
（
２
１
９
）
２
０
０
２

自
動
車
の
移
転
登
録
・
抹
消

登
録
の
手
続
き
は
確
実
に

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
自
動
車
の
所
有
者
ま
た
は
使
用

者
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で

す
。

　

そ
の
た
め
、
自
動
車
を
下
取
り

に
出
し
た
り
、
廃
車
し
た
り
し
た

場
合
で
も
、
移
転
登
録
や
抹
消
登

録
が
済
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
い
つ

ま
で
も
元
の
所
有
者
ま
た
は
使
用

者
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

手
続
き
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い

人
は
、
早
め
に
必
要
な
手
続
き
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

・
自
動
車
の
登
録
手
続
き
に
つ
い

　

て
は

　

鹿
児
島
運
輸
支
局
登
録
部
門　

　

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
８
９

・
自
動
車
税
に
つ
い
て
は

　

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

　

☎
０
９
９
（
２
６
１
）
５
６
１
１

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
５
１
５
１
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